
都市型民泊の現在地と今後の可能性
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要旨

• 新型コロナウィルス感染症が収束して以降、訪日外客数は回復の一途をたどり、まちには多くの外国人観光客があふれ、観光地も賑わいを
取り戻し、我が国の宿泊需要はコロナ前水準を超過するまで回復を遂げた。政府は観光立国の実現に向けて、2030年までに訪日外国人旅
行者数6,000万人達成の目標を掲げており、今後さらなる外国人観光客の宿泊需要の増加が見込まれる。

• 足元、外国人観光客をはじめとして増大する宿泊需要を受け止めるべく宿泊施設の供給が続いているが、建築費・地価の高騰や宿泊・飲食
サービス業での慢性的な人手不足等から、我が国の宿泊施設の供給に陰りが生じる可能性が懸念される。加えて訪日外国人は、例えば、
『現地の暮らしの体験』、『自炊ができる』等、多様な宿泊ニーズを有していると考えられ、宿泊施設や滞在方法にも多様性が求められる可能
性もある。本稿では、既存住宅ストック（居住用不動産）を活用し、適切に宿泊施設として管理運営される民泊、特に都心部の集合住宅（賃貸
マンション）を活用した都市型民泊に着目し、2017年の民泊新法制定からコロナ禍の冬の時代を経た都市型民泊の現在地と今後の発展の可
能性について考察したい。

• 都市型民泊は、既存の住宅ストックをフレキシブルに活用することで、増大・多様化する宿泊需要の受け皿の一助になることが期待される。観
光立国実現に向けた我が国の動向を踏まえた民泊の将来的な需給シミュレーションによると、都市型民泊は増大する宿泊需要に対して、柔
軟性と多様性を持った宿泊施設の供給の選択肢となり得ることが期待される。しかしながら、宿泊需要が大きい都市部において、民泊新法に
基づき適法・適切な民泊運営を行うためには、一定規模の民泊施設を組織的・効率的に運用するノウハウが必要とされ、事業性を確保しつつ
都市型民泊事業を展開していくことは容易ではない。

• 今後の我が国の健全な民泊のマーケット形成・成長に向けては、民泊事業者側には、法令遵守は言うまでもなく、質が高い管理運営、効率性
や稼働率の向上が求められる。足元では民泊運営に求められる多岐にわたる必要事項に対して、デジタル技術の活用等を行うことで、効果
的・効率的に対応した事業者が現れ始めており、そうした事業者を中心に適切なマーケット形成が行われることに期待したい。

民泊の需要面の動向調査

観光需要やホテル業界に関する動向

民泊の利用状況

民泊の供給面の動向調査

適正なマーケット形成に向けたまとめ

需給予測

検討概要・フロー

法制度・規制の整理

事業者の取組動向、供給・運用の課題
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民泊の需要面の動向①
訪日外客数はコロナ前水準を超過、日本政府は2030年までに6,000万人の目標を設定

• 訪日外客数は回復傾向が続き、月別では2023年末頃にはコロナ禍前の水準に回復した。外国人宿泊者数
も増加しており、外国人比率もコロナ禍前の水準を超過した。これは、訪日外客数の回復・増加だけでなく、
一人当たりの平均泊数が増加していることも要因の一つとなっている。

• 地域別では、日本人宿泊者、外国人宿泊者ともに、東京や大阪、京都においてコロナ禍を超える水準となっ
ている。

• 日本政府は、「第23回観光立国推進閣僚会議」にて、2016 年の「明日の日本を支える観光ビジョン」におい
て目標とした2030年の訪日外国人旅行者数 6,000 万人、訪日外国人旅行消費額15 兆円を改めて目指す
ことを明示し、今後もインバウンド需要は底堅く推移していくことが想定される。
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出所：日本政府観光局（JNTO）統計データ（訪日外国人）をもとに価値総合研究所作成
注 ：国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から、日本を主たる居住国とする永
住者等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者のこと。

駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。なお、乗員上陸
数は含まれない。

出所：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」をもとに価値総合研究所作成
注：宿泊施設タイプ不詳、居住地不詳を含む。
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民泊の需要面の動向②
宿泊施設の供給に陰りが生じる可能性、宿泊需要増加に対応する受け皿は必要

• 直近の客室稼働率は2019年同月比ベースで旅館・リゾートホテルで2019年水準にほぼ回復しており、
さらなる稼働率の向上は見込みにくい。

• 東京都における宿泊施設（ホテル・旅館）の施設・客室ストックは2019年度から微増程度であり、近年の
建設費や地価・不動産価格の高止まり、慢性的な従業員不足から、今後の宿泊施設の供給に陰りが生
じる可能性も懸念される。

• 一方、民泊は既存ストック（居住用不動産）を活用し、管理に係る人手を抑えて運営できる宿泊施設であ
るため、宿泊需要の取り込みに寄与する可能性がある。
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出所：厚生労働省「衛生行政報告例」をもとに価値総合研究所作成出所：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」をもとに価値総合研究所作成
注1 ：2010年4月-6月期調査より、調査対象を従業者数9人以下の宿泊施設に拡充している。
注2 ：2024年6月は速報値。
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民泊の需要面の動向③
現地の暮らしの体験・大人数での宿泊・安さを理由に6.7%の訪日外国人が民泊を選択

• 各種調査結果からは、「現地の人の暮らしが体験できる」「大人数でも利用できる」「安く泊まれる」等の
理由から、6.7%の訪日外国人が宿泊先として民泊を選択していることが覗える。

• このため、民泊が多様な訪日外国人の宿泊ニーズのために活用されていることが見て取れる。

出所：国土交通省観光庁「インバウンド消費動向調査（2023年度）」
をもとに価値総合研究所作成

出所：（株）日本政策投資銀行・（公財）日本交通公社「アジア・欧米豪訪日旅行者の意識調査
（2018年度版）」をもとに価値総合研究所作成
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31%

69%

東京都_民泊利用者の日本人と外国人観光客の割合

日本人

外国人

東京都 民泊利用者の日本人と外国人観光客の割合

民泊の需要面の動向④
民泊宿泊比率は2%に留まるが、3割の訪日外国人が民泊利用意向を持ち、民泊への潜在需要は大きい

• 東京都内における民泊の利用者の7割は外国人であり、これまで述べた動向も踏まえれば、都市型民泊
は既存住宅ストックを活用することで多様化する宿泊需要の受け皿の一助となることが期待される。

• ただし、東京都では、宿泊者の民泊宿泊比率は2%前後で推移しており、民泊新法制定後の民泊宿泊比
率の伸びはコロナ禍を経て落ち着き、停滞気味である。

• 外国人来訪者の3割程度が民泊の利用意向を示しており、民泊の潜在的な需要は大きいと想定される。
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出所：日本政策投資銀行 「日本における民泊利用の実態調査-アジア8地域の訪日
外国人を対象とした調査（2016年）」をもとに価値総合研究所作成

出所：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」「住宅宿泊事業の宿泊実績」をもとに価値総合研究所作成
注： 「住宅宿泊事業の宿泊実績」は2ヶ月毎の集計データであり、平均値を月次データとして取り扱っている

出所：観光庁「住宅宿泊事業の宿泊実績」宿泊者数の内訳をもとに価値総合研究所作成
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民泊の供給面の動向①
2017年に民泊新法が制定され、民泊が本格化

住宅宿泊事業法
（民泊新法）

旅館業法 特区民泊

住居専用地域での営業
可能（条例により制限されている
場合あり）

不可
可能（認定を行う自治体ごとに、
制限している場合あり）

営業日数の制限
年間提供日数180日以内（条例
で実施期間の制限が可能）

制限なし
2泊3日以上の滞在が条件（下限
日数は条例により定めるが、年
間営業日数の上限はなし）

宿泊者名簿の作成・保存義務 あり あり あり

最低床面積 3.3㎡/人
33㎡
（宿泊者数10人未満の場合は
3.3㎡/人）

原則25㎡以上/室

衛生措置
換気、除湿、清掃等の措置、定
期的な清掃

換気、採光、照明、防湿、清掃等
の措置

換気、採光、照明、防湿、清掃等
の措置、使用の開始時に清潔な
居室の提供

非常用照明等の安全確保措置
義務

あり

（家主同居で宿泊室の面積が小
さい場合は不要）

あり
あり（6泊7日以上の滞在時間の
施設の場合は不要）

消防用設備等の設置
あり

（家主同居で宿泊室の面積が小
さい場合は不要）

あり あり

• 2020年のオリンピック開催等によるインバウンド需要増加への対応、社会問題化していた違法民泊へ
の対応等に向け、2017年6月に住宅宿泊事業法（民泊新法）が制定された。特区民泊はエリア・泊数の
制限等により、広がりが限定的であったが、民泊新法の制定により、安全性や衛生面に配慮した管理運
営のルールが定められ、適切な運営が行われる素地がつくられた。

出所：国土交通省HPをもとに価値総合研究所作成
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民泊の供給面の動向②
民泊は営業日数規制等の供給制約が強い

区分 現状

全体
 年間180日の営業日数制限がマネタイズの壁となっている。
 多くの自治体で週末のみの運営に限定する等の上乗せ規制をとっており、上乗
せ規制がなされているエリアでは十分な収益性が得られない恐れがある。

分譲マンション  大半のマンションにおいて、管理規約上民泊を禁止している状況。

賃貸マンション
 都内の民泊物件の過半は賃貸マンションとなっている。駅や主要施設の近くの
物件を中心に民泊利用が進んでいる。

戸建て
 駅近物件を対象に、賃貸⇒民泊に改修・転用することで収益性を向上させる取
り組みが出ている。

• 民泊新法は、民泊業界の枠組みを広げたものの、旅館業法とのすみ分けや周辺住環境の悪化が懸念
事項となり、年間180日の営業日数規制がある。加えて、自治体の上乗せ規制、マンション管理規約に
よる規制があり、供給制約が強い。
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民泊の供給面の動向③
民泊には個人・小規模～大規模事業者が混在しており、運営の質にばらつきがある可能性

• 民泊登録物件は規制上限日数に近似した
水準で活用されていない状況

→ 民泊としての稼働率には向上余地

• 利益率が高い物件と低い物
件が入り混じる

→ 利益率にばらつき

個人・小規模～大規模事業者が混在しており、運営の質にばらつきがある可能性

• 民泊物件の利益率にはばらつきがあり、民泊新法施行以来４割程度の物件が事業廃止に至っている。
• 民泊全体で見たときの稼働率は向上余地が大きいことから、収益性に課題があると想定される。
• そのため、個人・小規模～大規模事業者が混在し、運営の質にばらつきがある可能性が推察される。

0 10 20 30 40 50

0%未満

0%以上
10%未満

10%以上
20%未満

20%以上
30%未満

30%以上

マンション 物件全体 （件）

民泊物件の利益率

出所：国土交通省観光庁「住宅宿泊事業の実態調査
（2022年3月） 」をもとに価値総合研究所作成

• 約4万2千件の届出のうち、1万7
千件弱（4割程度）が事業廃止

→ 運営の質にばらつき

出所：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」 「住宅宿泊事業法に基づ
く届出及び登録の状況」をもとに価値総合研究所作成（一部推計含む）
注1： 「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況」は毎年の平均値
をストック量と定義し使用した。
注2：民泊活用日数を上限の180日としている

民泊物件の届出・事業廃止数

出所：国土交通省観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出
及び登録の状況」をもとに価値総合研究所作成
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9

13.1%
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無回答

委託していない
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47.1
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30
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行政等に適切な届出をせずに民泊を運

営している事業者が存在する

民泊の宿泊者が騒音等で近隣住民に

迷惑をかけていることがある

民泊の施設が犯罪（麻薬の取引等）の

拠点になっていることがある

民泊を利用したところ、ネガティブな体

験をした

その他

民泊に対するネガティブなイメージ（複数回答）
（％）

民泊の供給面の動向④
今後、民泊運営事業者は周辺住民に配慮し適正な管理運営により質の確保が求められる可能性

民泊に対するネガティブなイメージ（複数回答） 住宅宿泊事業法で規定されている業務
（衛生の確保、安全の確保、苦情等への対応等）の委託

外部に委託していない割合は61.8％。また、外部に委託して
いる場合、住宅宿泊管理業者への委託が多い傾向にある。

出所：国土交通省観光庁「住宅宿泊事業の実態調査（2022年3月） 」をもとに価値総合研究所作成

• 民泊には、適法性や騒音等への適正な対応への懸念が持たれており、事業者の適正な管理運営が求
められる。ただし、多岐にわたる管理運営対応を国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委
託している事業者は限定的である。

• また、国土交通省及び内閣府は令和5年～6年に全国38社の住宅宿泊管理業者へ立ち入り検査を実
施し、うち34社に是正指導を行っている。

• このため、民泊運営事業者のうち、適正に運営ができる事業者は限られており、今後はさらなる法令順
守や質が高い管理運営が求められる状況にある。
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民泊の需給分析の動向①
宿泊需要全体と民泊需要の将来シミュレーション

• 各推定モデルから日本人・外国人別の延べ宿泊者の総数（＝宿泊需要）の将来シミュレーションを実施し、その
結果をもとに民泊の延べ宿泊者数（民泊需要）を予測した。将来シミュレーション値は下図のとおりである。

• OECDによる日本のGDPは概ね1.0%前後の成長率が予測されており、それに伴って可処分所得が上昇する見
込みである。そのため、日本人延べ宿泊者数はやや上昇していくと予測した。

• 外国人延べ宿泊者数は政府目標を達成すると仮定して算出しているため、2030年に向けて大きく拡大する予測
である。

• これらの前提に基づく民泊需要は2030年時点で約242万人泊、2023年比で29%増と予測した。なお、民泊選択
比率（宿泊者総数のうち民泊に宿泊している割合）が2023年の訪日外国人の民泊利用経験率に近づいていくと
仮定した場合の民泊潜在需要は約593万人泊、2023年比で約3.2倍増となる。
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民泊需要の将来シミュレーション

民泊延べ宿泊者数（東京）※注1 民泊延べ宿泊者数（東京）※注2

（万人泊）宿泊需要の将来シミュレーション 民泊需要の将来シミュレーション

出所：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」「住宅宿泊事業の宿泊実績」等をもとに価値総合研究所推計（色抜き・破線は見込・予測値）
（右図）注1 ：民泊選択比率が過去平均2.0%程度で推移するシミュレーション
（右図）注2 ：外国人の民泊選択比率は、訪日外国人の民泊利用率6.7%程度（P5）を2030年に延べ宿泊者数ベースで達成すると仮定し、

日本人の民泊選択比率は、上記外国人の民泊選択比率の伸び幅を日本人の民泊選択比率に適用したシミュレーション値
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民泊の需給分析の動向②
民泊供給量に関する将来シミュレーション

• 将来シミュレーションにあたり、民泊供給量は都道府県知事等へ当該事業を営む旨の届出を提出した
届出住宅数を使用し、居住世帯のない住宅の一部（共同住宅の持家以外）のうち、一定割合（民泊転換
比率）が民泊に利用されると仮定した。

• 民泊転換比率は過去平均が継続するものとすると、将来的な民泊供給量は、居住世帯のない住宅が増
加することを背景に増加していくことが予想される。

• このため、増大・多様化する宿泊需要に対して、既存の住宅ストックをフレキシブルに活用することが、
多様化するニーズの受け皿となる宿泊施設供給の一助になると期待される。

注1： 「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況」は毎年の平均値をストック量と定義し使用した。
注2：届出住宅数は届出件数（届出提出件数）から事業廃止件数（うち事業廃止済件数）を引いた値と定義。

出所：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」国土交通省観光庁「住宅宿泊事業の宿泊実績」等をもとに価値総合研究所作成（一部推計含む、破線・色抜きは見込・予測値）

民泊供給予測（東京都）居住世帯のない住宅に関する将来推計
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民泊の需給分析の動向③
民泊需給のシミュレーション分析

出所：国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」「住宅宿泊事業の宿泊実績」等をもとに価値総合研究所推計（破線は見込・予測値）
注1：民泊需要 ：民泊選択比率が過去平均2.0%程度で推移するシミュレーション
注2：民泊潜在需要：外国人の民泊選択比率は、訪日外国人の民泊利用率6.7%程度（P5）を2030年に延べ宿泊者数ベースで達成すると仮定し、

日本人の民泊選択比率は、上記外国人の民泊選択比率の伸び幅を日本人の民泊選択比率に適用したシミュレーション値
注3：民泊供給量 ：民泊供給量は民泊の届出住宅数をもとに延べ宿泊者数ベースの数値（＝届出住宅数×宿泊日数当たりの延べ宿泊者数×民泊活用日数）を算出

民泊運営事業者へヒアリングし、主要な事業者でも民泊活用日数は営業日数上限の6割程度との意見を得たため、平均民泊活用日数を120～130日として試算した。

• 民泊需要と民泊供給の将来シミュレーションをもとにした今後の需給動向は下図のとおり。

• 民泊潜在需要との供給量比較で見た場合には、需給バランスがタイトになることが予想されるため、民
泊供給量が増加する必要があると示唆される。

• 但し、民泊施設の供給を拡大させるためには、供給サイドの現状を踏まえれば、適正に管理運営がなさ
れた質の高い事業者を中心に事業規模を拡大させることが望ましいと考えられる。
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民泊の需給や投資への課題や展望

需要面
• 訪日外客数はコロナ禍前の水準を超過している。

• 日本政府の訪日外客数目標が2030年までに6,000万人であり、
今後大幅なインバウンド需要の増加が予想される。

• ホテル供給の大幅増加には懸念があり、インバウンド需要増加
に対応する受け皿は必要となる。

• 民泊利用者の外国人比率は高く、民泊は多様化する宿泊需要
の受け皿の一助となることが期待され、また、管理に係る人手を
抑えつつ、既存ストックを活用して運営できる宿泊施設であるた
め、市場拡大が求められる。

• また、3割の訪日外国人が民泊利用意向を持つが、実際の民泊
利用者は2%と限定的であり潜在需要は大きい。

• 民泊需要は2030年時点で約242万人泊、2023年比で29%増と
予測され、需要は底堅い。

• インバウンド需要や違法民泊対策として、2017年に民泊新法が制定
され、民泊業界のガバナンス強化が図られ、民泊が本格化している
ものの、民泊新法は年間180日の営業日数規制が課せられるほか、
自治体の上乗せ規制等強い供給制約がある。

• 民泊新法登録物件の4割程度の物件が廃業、さらに事業者間で運
営の質にばらつきがみられる。

• 民泊には、適法性や騒音等への適正な対応に関し懸念が持たれて
おり、運営事業者には適正な管理運営が求められる。ただし、多岐
にわたる管理運営対応を委託している事業者は限定的であり、今後
は運営の質の確保が求められる可能性がある。

• 強い営業規制がある中で運営事業者のマネタイズがボトルネックと
なるが、その解決に向け、デジタル活用による効率化や稼働率の向
上による収益性向上が望まれる。

供給面

民泊の需給や投資への課題や展望

• インバウンド需要の大幅増加が見込まれるなか、ホテルは新規供給量の大幅増加に懸念がある。一方、民泊は潜在需要が大きいことが想定さ
れ、既存の住宅ストックをフレキシブルに活用することで増大・多様化する宿泊需要の受け皿の一助になることが期待される。

• 民泊市場全体としては、事業者の運営の質の差異により収益性にばらつきが大きいものと想定される中では、営業規制の理由となっている民
泊への近隣住民の懸念等を踏まえ、市場拡大のためには、適正管理を行いながら高い収益性を持つ事業者が増加し、民泊に対する社会的信
用を高めていくことが必要である。

• また、賃貸マンションは現在新規供給量も多く、人口減少時代にあることを踏まえれば、中長期的に築年数の観点から空室を抱えるマンションは
増加していくことが見込まれる。このため、マンションのストック再生・良質化の策として、民泊との複合用途への転換を促進する動きが期待され
る。

• 今後の民泊の適切なマーケット形成に向けては、事業者サイドに稼働率の向上、法令遵守、質の高い管理運営、業務効率性の向上が求められ
る。これらの多岐にわたる対応すべき事項に対して、デジタル技術の活用等により効果的・効率的に対応した事業者が現れ始めており、そうした
事業者を中心に適切なマーケット形成が行われることが望ましいと考えられる。
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